
海外安全情報（ハリケーン・シーズンに際しての注意喚起） 

平成２８年５月１８日 

 

当館管轄国にお住まいの皆様，「たびレジ」ご登録者の皆様 

 

１ カリブ地域，中南米（北側）及び米国（大西洋及びカリブ海沿岸地域，南部地域）に

おいては，毎年 6 月から 11 月頃までがハリケーン・シーズンとなっており，昨年のトロ

ピカルストーム・エリカはドミニカ国において甚大な被害を及ぼしました。また 2012 年

にはハリケーン・サンディにより，米国東部及び一部カリブ諸国などにおいて被害が発生

したほか，2011年のハリケーン・トーマスはセントルシアやセントビンセントなどに大き

な被害をもたらしました。2004年のハリケーン・アイヴァンはグレナダの他，トリニダー

ド・トバゴやバルバドスにも被害を及ぼしました。 

 

２ 外務省は，カリブ地域，中南米（北側）及び米国（大西洋及びカリブ海沿岸地域，南

部地域）に対し，海外安全情報（広域情報）「ハリケーン・シーズンに際しての注意喚起」

を発出し，海外安全ホームページに掲載しました。詳細については海外安全ホームページ

の下記リンクをご参照ください。 

 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2016C143 

 

３ ハリケーンについては，次の注意事項をご参照ください。 

（１）ハリケーン襲来前 

・テレビ，ラジオ，インターネットなどで正確なハリケーンの情報を把握する。 

・屋外のゴミ箱など風で飛ばされそうな物を家の中に入れる。庭木などは支柱で補強して

おく。 

・窓に飛散防止のためガムテープ等を貼るほか，弱い部分はベニヤ板などで補強する。カ

ーテンやブラインドはおろしておく。 

・バスタブ，大型容器などに水道水を貯めておく（通過後，一定期間，水道水が使えない

可能性に備える）。 

・浸水に弱い家電，衣類，家具などを高い場所に移動させる。 

・避難ルート，最寄りの避難シェルターを確認しておく。 

・貴重品，重要書類等は安全で水に濡れず，直ぐに取り出せる場所に保管する。 

・準備すべきもの 

パスポート等身分証明書，携帯電話，飲料水，懐中電灯，電池，ろうそく，マッチ，携帯

ラジオ（作動するか確認），現金，菓子類，レトルト等非常用食料，カセットコンロ，救

急箱，トイレットペーパー，ペーパータオル，ゴミ袋（大きめのもの），電話帳（緊急時

の連絡先等記載のもの），毛布，タオル類，下着，着替え等 

（２）通過中および通過後 

・ラジオ等によりハリケーン情報の入手に努める。 



・避難指示が出された場合を除き，通過が確認されるまで外に出ない（一時的に雨が止ん

でもハリケーンの目の中にいる可能性もある）。 

・窓やドアからなるべく離れる。 

・避難指示が出された場合を除き，通過後間もない時期は不要不急の外出は控える（電線

の切断による感電，道路脇の水路への転落などの可能性もある）。 

・通過後は断線した電線が家屋に触れていないか等を点検する。 

・水害に遭った場合は，衛生に注意する。 

 

 

★本年夏には参議院議員通常選挙の実施が予定されています。海外で投票するためには，

事前に在外公館で在外選挙人登録を行い，在外選挙人登録証の交付を受ける必要がありま

す。在外選挙人登録証は居住後３か月後より申請が可能で，更に申請から交付まで３か月

程度を要する場合がありますので，お早めの手続きをお願いします。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html 

 

★外務省海外安全ホームページでは，海外における安全対策としての注意事項をまとめた

各種資料を公開していますので，皆様の海外安全対策にお役立てください。 

＜海外安全虎の巻＞ 

 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/tora_2016.pdf 

＜海外赴任者のための安全対策小読本＞ 

 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/overseas2013.pdf 

＜海外における脅迫・誘拐対策 Q&A＞ 

 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/kyohaku2013.pdf 

 

★在留届はインターネット上で提出することができます。転居等により連絡先が変更にな

った，あるいは帰国する場合にもインターネット上で手続きできます。 

在留届電子届出システム http://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

 

★安全に関わる情報等広く周知すべき情報は，在留届に登録されたメールアドレスに送信

されます。 

 

★万が一，犯罪被害に遭われた際は，当館領事・警備班までご連絡ください。 

 

（お問い合わせ先） 

在トリニダード・トバゴ日本国大使館領事・警備班 

電話＋１－８６８－６２８－５９９１（代表）  

E-mail：ryouji@po.mofa.go.jp 

mailto:ryouji@po.mofa.go.jp

